
















間までで終了となります（休業終了日と離職日が同日の場合も同様）。

　ただし、離職日が支給単位期間の末日の場合は、離職日を含む期間も支給されます。

介護休業期間①

①介護休業期間　10/15～1/14の場合（休業中に離職）
②介護休業期間　10/15～1/10の場合（休業終了日に離職）

介護休業期間②

支給対象







▲

▲



※介護対象家族の死亡により介護休業が終了した場合の理由コードは、「２」（休業事由の消滅）を記入してください。



Ｑ　受給中に介護休業を取得している企業で就労した場合について

Ａ　162 ページの育児休業中の就労と同じく、介護休業中の就労は、臨時・一時的であっ

　て、就労後は、もとの介護休業に戻ることが明らかであれば職場復帰とせず、休業中の

　臨時・一時的就労として、支給要件を満たせば支給対象となります。



Ｑ　支給単位期間に支給された賃金額とは？

　　賃金が末締め、翌月 20 日が支払日で、介護休業の開始日が3月25日の場合、支給対

　象期間が3月25日～4月24日の支給単位期間について、いつからいつまでの期間に対し
　ての賃金を記載すればよいのでしょうか。

Ａ　4月20日に支払いのあった、3月1日から3月31日までの期間に対しての賃金額を記載

　してください。（3月25日から4月24日までの賃金額ではありません）

　　なお、その賃金は介護休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。




